
科目５

精神疾患の基礎知識

講義3

精神科医療機関の役割
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精神科医療機関の役割
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精神科医療機関の種類

• 精神科病院

精神科を中心とした病院

急性期から慢性期など機能に応じた複数の病棟を持つ。

外来、入院、デイケア、訪問看護など多様な診療機能を有する。

• 総合病院精神科

総合病院の中に精神科がある。

病床数は少ないことが多い。

脳疾患・身体疾患の診断・治療、身体合併症を有する精神障害者の治療が強み。

• 精神科診療所

受診のハードルが低い。

デイケア、訪問看護など多機能を持つ診療所もある。
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それぞれの施設ごとに特徴が異なるので、上手く強みを活用する



精神科医療機関の機能

• 診断
• 診察
 経過、精神症状、下記にある検査所見等から総合的に診断

• 検査
 心理検査、画像検査、血液検査、脳波検査等

• 治療
• 精神療法、薬物療法、電気けいれん療法、心理社会的治療等

• 入院加療（単科精神科病院、総合病院精神科）

• 外来のほか、施設によってはデイケア、訪問診療、訪問看護、オンライン診療等
の多様な治療選択
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• 精神科医療機関は精神障害の見立てやその後の治療で重要な役割を果たす。

• 生活支援機能は、障害福祉サービス、介護保険サービスなどほかの機関との連携

が必要。



「入院が必要」と考えられるとき

地域生活の継続が困難になる症状が生じたとき
• 精神症状の著しい悪化

• 危機的状況（切迫した自殺の危険、他害のおそれなど）

• 身体状態が悪い（経口摂取不可能、薬物副作用、身体合併症など）

• 外来では困難な治療への導入の必要性

• 療養への専念の必要性
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入院治療でできること

• 生活環境を離れた、刺激の少ない、見守りのある場でゆっくり休む。

• 本人・家族との面接、検査などによるアセスメント

• 集中的な心理社会的治療の導入

• 副作用等をモニターしながらの十分量の薬物療法の導入・調整

入院期間は目的を明確にしてなるべく短期で行うことが望ましい



精神障害者の入院形態 その１

１．任意入院（法(※)第20条）

精神障害のために入院治療が必要で、患者本人が入院に同意し

た場合

２．医療保護入院（法第33条）

• 精神障害のために入院治療が必要にもかかわらず、任意入院が

行われる状態にないと精神保健指定医が判断し、家族等の同意

を得られた場合に入院できる

• 自傷他害のおそれの要件はない
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（※）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律



精神障害者の入院形態 その２

３．応急入院（法第33条の6）

精神障害のため入院治療が必要だが、任意入院が行われる状態になく、

急速を要し、家族の同意が得られない場合に、72時間に限り応急入院指

定病院に入院できる

４．措置入院（法第29条）/緊急措置入院（法第29条の２）

•措置入院は、精神障害があり、警察官等からの通報、届出等により措置診

察を行った精神保健指定医が自傷他害のおそれがあると認めた場合（指

定医2名以上の判断が一致）

•緊急措置入院は、急速を要し、直ちに入院させる必要がある場合（指定医1

名が判断。72時間以内に指定医2名以上による判断が必要。）
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• 基本的には本人の同意に基づく任意入院となるように努める。
• 任意入院以外は非自発的入院。
• 特に措置入院の要件は厳格に規定されている。



○非自発的入院の適応が考えられるもの

本人の判断能力が精神障害によって損なわれる例
1. 幻覚・妄想状態

2. 双極性障害による興奮状態

3. うつ病の昏迷状態や強い希死念慮

4. 脳の異常によって生じた精神状態(脳や身体の疾患からくる精神障害、認知症の行動・心理症
状〈BPSD〉、精神作用物質による急性精神病状態）

○非自発的入院の適応が考えにくいもの

   上記とは考えにくいものの例
1. 酩酊

2. パーソナリティ障害

3. 発達障害

ただし、2,3については、切迫した自殺念慮や頻回の衝動行為等などで危機介入が必要な場合、
非自発的入院の適応となる場合もある
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非自発的入院の適応の考え方

本人の意向を尊重しつつ、入院加療の必要性を説明することが大切。
非自発的入院の結果、却って治療中断する事例もある。
緊急性の判断と長期的な治療経過を両方考慮することが大切。



精神疾患の経過と入院による治療内容のイメージ図

医師 薬剤師
看護師

公認心理師
作業療法士 理学療法士

精神保健福祉士

包括的支援マネジメント

症
状

良好

不良

Biological
薬物療法、mECT等 Psychological

心理支援

Social
環境調整、福祉・介護サービス等

生物学的治療による急性期症状のｺﾝﾄﾛｰﾙ中心

心理社会的治療、包括的治療の
マネジメントの必要性↑

精神療法 薬物療法 mECT
器質疾患の治療

服薬指導 維持療法

急性期看護
回復期看護 生活指導 家族心理教育 等

心理的支援 心理検査/アセスメント
認知行動療法的介入 トラウマケア 等
治療継続、リカバリー支援に伴う心理的ケア

作業療法（個別・集団） 運動療法 日常生活動作訓練 認知機能リハ 等

環境調整 家族支援 障害福祉サービス/介護サービス調整 居住支援 社会参加支援 等

関係性構築 アセスメント ケア会議 支援計画/クライシスプラン作成 連携/調整 等

（令和5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する政策研究」報告書
(研究代表者：藤井千代）より） 9



精神科医療機関との連携の仕方
外来
• 医師と直接連絡が取りにくい場合でも、医療連携室の精神保健福祉士や外来
看護師と連絡を取ることによって、情報共有が可能。

• 本人の了承を得て診察に陪席することも情報共有・連携に有用。
→本人がどれくらい日頃の様子を医師に伝えられているのか、本人が医師の説明をど

れくらい理解できているのかが分かる。

入院
• 本人の面会に行く、担当の退院後生活環境相談員（医療保護入院、措置入院）
等と連絡を取る、ケア会議に出席するなど、病院との情報共有の機会を大切
にする。

• 市町村長同意の医療保護入院者には、市町村担当者は速やかに面接して、担
当退院後生活環境相談員等と継続的に退院に向けた調整を行うことが求め
られている （「市町村長同意事務処理要領」最終改正障発1127号第4号令和5年11月27日）
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• 医療機関は医学的治療の資源を有しているが、生活支援に関する資源は自治
体や障害福祉や介護保険などが有している。

• 医療支援と生活支援のそれぞれの役割分担をしつつ連携する。



精神科医療機関も含めた連携ネットワーク

• 医療機関では、精神保健福祉士や看護師が他機関との連携の窓口を担うことが多い
• 連携の担当者とが個別支援等を通して顔が見える関係になっておく

（国立精神・神経医療研究センター 藤井千代部長資料より）
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地方公共団体による退院後支援

• 精神科医療機関も含めた連携ネットワーク構築の一例

• 本人の同意のもと、退院後に医療・介護・障害福祉・就労などの
包括的な支援体制を個別事例ごとに構築することにより、安定
した地域生活を送れることを目指す

• 保健所設置自治体が中心となって支援計画を作成し、その後の
地域支援につなげる

• 市区町村も、介護・障害福祉などの支援導入のほか、経済面の
評価も含め必要な生活支援が導入できるような関わりが求め
られる
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(厚生労働省：地方公共団体による退院後支援ガイドライン 2018)

• 医療・保健・福祉連携を促す制度として重要
• 関係機関の積極的な関与が求められる
• ここで得られた連携を他にも拡げていくことが期待される



退院後支援の手順と効果

支援対象者

・計画作成についての本人の意思確認
・支援会議開催
・退院後支援に関する計画の作成、交付

支援対象者

・退院後生活環境担当者の選任
・退院後支援のニーズに関するアセスメントの実施
・退院後支援に関する計画に係る意見書の作成
・自治体への協力

支援会議
本人及び家族その他支援者は原則参加

（参加者例）
・自治体職員等
・入院先病院の医療従事者
・通院先医療機関の医療従事者
・訪問看護ステーション担当者
・地域援助事業者 など

計画作成主体（保健所）

入院先医療機関

保健所
医療

サービス

その他
支援関係者 障害福祉

サービス

退院後支援に関する計画

出典：令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」（研究代表者：藤井千代）
分担研究「措置入院及び退院後支援のあり方に関する研究」（研究分担者：椎名明大）より一部改変

市町村 介護
サービス

退院後支援の流れ 支援者間の連携体制構築
顔の見える関係づくり
情報共有のしやすさ
病院との連絡が容易になった
役割の明確化

連
携
強
化

支援者間の認識の一致
適切なアセスメント
入院早期からの支援体制構築
多職種支援・組織的対応
タイムリーな支援の提供
本人参画の推進

支
援
の
質
向
上

自分自身の振り返り
不安の軽減・安心感
支援・治療への動機づけ
支援者への信頼
孤独感の軽減
地域生活の継続

本
人
へ
の
好
影
響

効果

未治療・未支援の方への支援導入のきっかけ
ガイドラインの支援対象者以外の支援への波及効果
地域連携の強化、地域づくり

そ
の
他
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（中央社会保険医療協議会総会（R5.12.22）資料より）

診療報酬における医療機関と地域支援機関との連携を促進する方策
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15厚生労働省：令和６年度診療報酬改定の概要（R6.3.5）より

医療機関と地域支援機関との連携を促進する診療報酬項目
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厚生労働省：令和６年度診療報酬改定の概要（R6.3.5）より



17厚生労働省：令和６年度診療報酬改定の概要（R6.3.5）より



18厚生労働省：令和６年度診療報酬改定の概要（R6.3.5）より



19厚生労働省：令和６年度診療報酬改定の概要（R6.3.5）より



精神科医療機関の役割 まとめ その1

 精神科医療機関には、精神科病院、総合病院精神科、精神科診

療所がある

 精神科医療機関は、診断、治療（心理社会的治療・薬物療法・リ

ハビリテーション）などの機能があり、精神障害者や精神保健に

課題を抱える人たちの支援で重要な役割を果たしうる

 精神科医療機関との連携には、精神保健福祉士や看護師などの

担当者との連絡調整が有用であるが、ケア会議への出席や外来

診療への陪席なども有用である
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 地域生活が困難になる様々な不具合が生じた時に、精神科医療機

関への入院が適応となる

 入院形態には、任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院など

があるが、基本的には任意入院が望ましい

 特に市町村長同意の医療保護入院や自治体による退院後支援な

どでは、精神障害者が退院後に安定した地域生活ができるように、

医療機関をはじめとした関係機関と連携していくことが重要であ

る

 診療報酬でも、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の

構築推進のため、医療機関と地域の支援機関との連携を促進する

項目が整備されており、今後の一層の連携が期待される 21

精神科医療機関の役割 まとめ その2



科目5 精神疾患の基礎知識

     まとめ
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科目5精神疾患の基礎知識 まとめ その１

 精神疾患のある人の支援では、診断→薬物療法＝問題解決

という単純な形ではない。心・体・脳の個人の側の問題に加

えて、個人の生活状況・環境も含めた包括的な視点が大切。

 問題行動や症状なども、本人の病状と環境との相互作用で

生じてくる場合が多い。本人の生活歴を、環境とのやりとり

も含めて聞き取っていくことで、本人の行動も理解できてく

ることが少なくない。

 精神疾患の支援では、本人の希望や関心を尊重しながら、包

括的な支援を提供するとともに、家族など周囲も支えること

が大切。
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科目5 精神疾患基礎知識 まとめ その2

 精神科医療機関は精神疾患の診断・治療に重要な役割を果た

す。精神疾患の予防や早期発見・早期治療のためにも、日頃か

らの顔が見える関係を作っておく。

 その一方で、心理社会的治療や支援では、精神科医療機関だけ

ではなく、自治体をはじめ、さまざまな関係機関の協働が大切。

 診療報酬でも、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構

築推進のための方策が整備されてきており、今後の医療機関と

の連携促進が期待される
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今後の学習のために

 ICD-10 精神および行動の障害：臨床記述と診断ガイドライン．医学書院

 DSM-5-TR 精神疾患の診断と分類の手引き．医学書院

 メンタルヘルス・ファーストエイド：こころの応急処置マニュアルとその活用．創元社

 こころの苦しみへの理解：トータルメンタルヘルスガイドブック．中央法規

 共生社会のための精神医学．中央法規

 厚生労働省：地方公共団体による退院後支援ガイドラインhttp://www.mhlw-

houkatsucare-ikou.jp/から該当項目にアクセス可能

 eーヘルスネット（厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト）    

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart

 英国王立精神科医学会 日本語版こころの健康ガイド

https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/translations/japanese
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ご視聴ありがとうございました。

続いて、

【科目６】 精神保健福祉の相談支援

の動画をご覧ください。
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【動画作成】

厚生労働行政推進調査事業費補助金

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

構築を推進する政策研究」分担研究

「自治体における包括的ケアの推進に関する研究」

【作成協力】

全国精神保健福祉センター長会
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